
建 管 第 ６１５－５ 号  

平成２９年１０月 ４日  

 

関係各団体の長 様 

 

埼玉県県土整備部建設管理課長  

 

   「埼玉県県土整備部ＩＣＴ活用工事試行要領」の改定及び 

「埼玉県土木工事実務要覧」の一部改定について（参考送付） 

 

標記ついて、下記のとおり参考送付します。 

 

記 

 

１ 概 要   別紙のとおり 

 

２ 「埼玉県県土整備部ICT活用工事試行要領」について 

 (1)別添１のとおり改定する。 

 (2)工事発注にあたっては、発注方式により別添２又は別添３を参考に「ICT 活

用工事特記仕様書」を添付する。 

 (3)入札公告には別添４を参考にICT活用工事について記載する。 

 

３ 「埼玉県土木工事実務要覧」の一部改正について 

 (1)「出来形管理基準」を別添５のとおり改定する。 

 「面管理の場合」の基準改定 

     （埼玉県土木工事実務要覧第２巻１９４ページ～１９９ページ） 

 (2)「出来形管理写真撮影箇所一覧表」を別添６のとおり一部改定する。 

   「面管理の場合」の基準改定 

       （埼玉県土木工事実務要覧第２巻５４８ページ～５４９ページ） 

 

４ 適用年月日 

平成２９年１０月１６日以降に起工する工事に適用する。 

ただし、それ以前に起工した工事であっても、受発注者間の協議により適用

することができる。 

 

 

担 当：埼玉県県土整備部建設管理課 

【積算、電子納品以外に関すること】 

                技術管理担当 伊藤、近藤、飯島 

                電話：０４８－８３０－５２０１ 

【積算、電子納品に関すること】 

                土木積算・建設IT担当 古茂田、影嶋、川田 

                電話：０４８－８３０－５１９９ 


